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男鹿市告示第４０号 

 

 男鹿市奨学金返還助成金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和７年４月１日 

 

 

                                 男鹿市長 菅 原 広 二    

 

 

男鹿市奨学金返還助成金交付要綱の一部を改正する告示 

男鹿市奨学金返還助成金交付要綱（令和４年男鹿市告示第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（助成対象者） （助成対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 

第２条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいず

れにも該当し、市が主催する行事に積極的に参加する者

とする。 

⑴ 第５条に規定する交付申請の時点において、市内に

５年以上定住する意思をもって住所を有し、就労又は

起業している者 

⑴ 第５条に規定する交付申請の時点において、市内に

５年以上定住する意思をもって住所を有する者 

 ⑵ 令和３年４月１日以降に、県内就職した者（県内就

職した企業側の都合のため、令和３年４月１日より前

に県内就職している等、特別な理由があると認められ
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改正後 改正前 

る場合を含む。） 

⑵及び⑶ （略） ⑶及び⑷ （略） 

（助成の額及び期間） （助成の額及び期間） 

第４条 助成金の額は、助成金の交付を受けようとする年

度の秋田県奨学金返還助成金の交付の対象となる奨学金

の返還額から、第２条第３号の交付決定を受けた額及び

本市以外の公共団体等の助成がある場合はその額を控除

した額とする。ただし、上限額を６万7,000円とする。 

第４条 助成金の額は、助成金の交付を受けようとする年

度の秋田県奨学金返還助成金の交付の対象となる奨学金

の返還額から、第２条第４号の交付決定を受けた額及び

本市以外の公共団体等の助成がある場合はその額を控除

した額とする。ただし、上限額を６万7,000円とする。 

２ （略） ２ （略） 

（交付申請） （交付申請） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の申請は、第２条第３号の交付決定を受けた年度

の末日まで行うものとする。 

２ 前項の申請は、第２条第４号の交付決定を受けた年度

の末日まで行うものとする。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 
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改正後 改正前 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 
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改正後 改正前 

様式第３号（第７条関係） 様式第３号（第７条関係） 
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改正後 改正前 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


